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新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者等に係る 

傷病手当金制度の適用期間の再延長について 

 

 日頃より目黒区国民健康保険事業の運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうご

ざいます。 

さて、今般、新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者等に係る傷病

手当金制度の適用期間について、下記のとおり、再度の延長を行うことと致しました。 

これに伴い、今後、必要な規定の整備を行ってまいりますので、ご了解いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

記 

１ これまでの経緯 

傷病手当金は、被保険者が療養のために労務に服することができなかった場合に支給さ

れるものであり、健康保険等の被用者保険においては法定の給付となっています。一方、

国民健康保険制度では、様々な就業形態の被保険者が加入していることを踏まえ、保険者

が任意に条例等で定めることで支給できるとされており、これまで区市町村の国民健康保

険では傷病手当金の支給制度を設ける例はありませんでした。 

  これに対して、国内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大をできる限り防止するため

には、労働者が感染した場合等に休みやすい環境を整備することが重要であるため、国内

の感染拡大防止の観点から、国が国民健康保険を運営する区市町村に傷病手当金制度の創

設を促すとともに、国の緊急的・特例的な措置として当該支給に要した費用について財政

支援（全額国費）を行うこととしたものです。 

このことを受けて、本区においても条例に規定して傷病手当金を支給することとし、令

和２年度第１回国民健康保険事業の運営に関する協議会に書面開催によりお諮りし、全委

員の皆様の賛同の下、答申をいただきました。 

これを踏まえて、令和２年第２回区議会定例会に国保条例の一部改正案を提出、議決を

いただき、傷病手当金制度を開始したところです。 

 

２ 適用期間の再延長 

この傷病手当金の支給に係る適用期間については、条例上は、「傷病手当金の支給を始め

る日が令和２年１月１日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する」こととし

ております。 

当初、この規則で定める日を国の財政支援の基準における適用期間に合わせて、令和２

年９月３０日として、当初の適用期間は令和２年１月１日から令和２年９月３０日までと

しておりました。 

その後、国は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を勘案し、財政支援措置の



 

 

 

対象を３か月ごとに期間延長の見直し、現在では「令和５年３月３１日までの間に属する

場合にも適用する」として、財政支援措置の期間が延長されております。これに伴い、本区

においても傷病手当金の適用期間を同様に延長することとし、委員の皆様にもその旨、そ

の都度、ご了解いただくよう文書にてお願い申し上げてきているところです。 

３ 今後の対応 

今般、国から再度の通知があり、国の財政支援措置の対象期間を令和５年５月７日まで

に再度の延長するとされたことから、本区においても傷病手当金の適用期間を同様に再延

長することとしたものです。 

適用期間（現 行）：令和２年１月１日～令和５年３月３１日 

適用期間（改正後）：令和２年１月１日～令和５年５月７日 

※傷病手当金の支給を始める日が、この適用期間の間に属する場合に傷病手当金の

支給の対象となります。 

４ 参考（傷病手当金制度の概要） 

（１）対象者 

   給与等の支払いを受けている目黒区国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス

感染症に感染した者又は発熱等の症状があり感染が疑われる者 

（２）支給対象となる日数 

   療養のため労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から

労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について支給 

（３）支給額 

   １日当たりの給与額（直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を就労日数で除し

た金額）×２／３×日数（支給対象となる日数） 

（４）適用期間 

   令和２年１月１日から令和５年３月３１日（⇒改正後は令和５年５月７日）の間で療

養のため労務に服することができない期間（手当金の支給を始める日が当該期間内に

あるものが対象。ただし、入院が継続する場合等は最長１年６ヵ月まで） 

※上記期間（手当金の支給を始める日＊が令和 5 年 5 月 8 日）以降となる被保険者等に

ついては、傷病手当金の支給対象とはならない。なお、手当金の支給を始める日が令

和 5 年 5 月 7 日以前である被保険者等については、2 年間の時効以前であれば、5 月

8日以降も傷病手当金の支給申請は可能である。 

＊「手当金の支給を始める日」とは、新型コロナウイルス感染症に罹患した日（疑いを

含む）から 3日間の待機期間を経過した後の最初の勤務予定があった日をいう。 

以   上 

担当：目黒区区民生活部国保年金課管理係 宮本 

電話 ０３-５７２２-９８０９（直通） 


